
₄広報てしかが ₂₀₂₀．₇

100　55度　30ポ

▼発売期間／７月14日㈫～８月14日㈮　　 ▼抽選日／８月21日㈮
❑問い合わせ先／役場まちづくり政策課財政係☎４８２- ２９１３（課直通）
まで。

※ 宝くじの収益金は明るく住みよいまちづくりに使われます。
（町内では購入できません）

令和元年度の最終的な予算が今年３月末に確定しました。
広報４月号では、令和２年度における予算の概要や基金残高などを掲載しましたが、今

回は令和元年度最終予算額と、下半期に補正予算を計上した主な事務事業、町債の現状な
どについてもお知らせします。

一般会計歳入
最終予算総額　₈₉億₉，₁₁₄万円（平成₃₀年度　₈₁億₆，₄₉₃万円）

その他
 ₇₈，₇₆₀万円
【₈．₈％】

町債 ₆₃，₅₃₅万円
    【₇．₁％】

分担金および負担金
₁₇，₈₀₅万円
【₂．₀％】

使用料および手数料
₂₀，₃₄₅万円
【₂．₃％】

⃝地方譲与税 １３，１３₈万円
⃝利子割交付金 ₅₉万円
⃝配当割交付金 １₉３万円
⃝株式等譲渡所得割交付金 １₂₆万円
⃝地方消費税交付金 １₄，₉₀₈万円
⃝ゴルフ場利用税交付金 ₂₈₆万円
⃝自動車取得税交付金 １，₇₈₅万円
⃝地方特例交付金 １，₀₆₉万円
⃝交通安全対策特別交付金 １１₇万円
⃝財産収入 ₆，₉₆₂万円
⃝繰入金 ３₀，₆₆₄万円
⃝繰越金 ₉，₄₅３万円

その他内訳

町税
₉₂，₆₄₇万円
【₁₀．₃％】

寄附金
₉₆，₈₄₆万円
【₁₀．₈％】

地方交付税
₃₇₉，₉₉₀万円
【₄₂．₃％】

　国庫支出金
₅₉，₁₈₄万円【₆．₅％】

道支出金
₅₉，₃₄₉万円

　　　【₆．₅％】

諸収入
₃₀，₆₅₃万円
【₃．₄％】

令和元年度

弟子屈町財政の状況

地方交付税は平成₃₀年度に比べ₆，₃₂₀万
円（普通交付税は₂，₈₁₄万円の減、特

別交付税は₃，₅₀₆万円の減）の減少となっ
ています。
　また、寄附金についてはふるさと納税に
よる寄付が増加したことより、平成₃₀年度
に比べ₇₅，₅₅₄千円の増加となっています。
　地方交付税、町債、町税及び寄附金で歳
入全体の約₇₀％を占めており、町の重要な
財源となっています。

サマージャンボ・サマージャンボミニ
７月14日発売開始！

₅ 広報てしかが ₂₀₂₀．₇

8,919万円

１億8,344万円

１億1,481万円

１億968万円

１億693万円

7,833万円

一般会計歳出
最終予算総額　₈₉億₉，₁₁₄万円（平成₃₀年度　₈₁億₆，₄₉₃万円）

農林水産業費
₅₂，₂₇₃万円【₅．₈％】

消防費
₃₄，₄₇₃万円
【₃．₈％】

商工費
₄₄，₄₃₅万円
【₅．₀％】 議会費　　　　   ₆，₉₈₉万円【₀．₈％】

予備費他　　　　1,110万円【₀．₁％】

合計すると

1,141,100円

総務費
₁₃₆，₀₂₄万円
【₁₅．₁％】

教育費
₅₁，₅₂₇万円
【₅．₇％】

民生費
₁₆₁，₄₆₇万円
【₁₈．₀％】

土木費
₉₅，₃₁₈万円
【₁₀．₆％】

公債費
₁₃₂，₃₀₄万円
【₁₄．₇％】

給与費
₈₈，₁₉₇万円
【₉．₈％】

衛生費
₉₄，₉₉₇万円
【₁₀．₆％】

■除雪費の推移
　平成30年度に比べ降雪量が多かったため、令
和元年度は1,774万円の増となりました。

除雪費過去６年間の推移
年度

平成₂₆

平成₂₇

平成₂₈

平成₂₉

平成３₀

令和元

一
般
会
計
の
歳
出
を

町
民
一
人
当
た
り
に

換
算
す
る
と
…

※令和２年３月末現在の人口
（₇，₀₂₈人）で計算。

給与費（職員の給料・手当などに） ………………… 118,500円
土木費（道路・住宅の整備や除雪などに） ………… 148,400円
公債費（借金の返済に）……………………………… 183,300円
教育費（学校教育・生涯学習の推進などに） ……… 72,100円
衛生費（医療の充実やごみ処理などに）…………… 111,100円
民生費（福祉の充実などに）………………………… 220,000円
消防費（消防・防災などに） ………………………… 51,300円
総務費（全体的な計画や事務などに）……………… 73,600円
農林水産業費（農林水産業の振興などに）………… 73,600円
商工費（観光・商工業の振興などに） ……………… 75,400円
議会費（議会などに）…………………………………… 9,500円
諸支出金・労働費・予備費・災害復旧費　
 （財産の取得・災害の復旧・その他） ………………… 4,300円

衛財政の状況に関するお問い合わせは

役場まちづくり政策課財政係☎４８２‐２９１３（課直通）

補正予算 下半期（₁₀月～３月）に補正した主な事務事業
　ふるさと納税返礼品発送業務（12、１月補正） 40,521万円

　道営土地改良事業（国の補正）（３月補正） 1,075万円

　中山間地域等直接支払（12月補正） 210万円

　地域健康支援システム改修業務（12月補正） 141万円

　屈斜路パイロット線災害復旧工事（12月補正） 103万円

　湯川復元施設ポンプ取替工事（12月補正） 103万円

最終予算総額は、ふるさと納税に関連
する経費の増加などにより、平成₃₀

年度に比べ、８億₂，₆₂₁万円の増加とな
っています。
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各特別会計・水道事業会計（企業）

町債の借入額と残高の推移

（単位：万円）最終予算内訳

（単位：万円）各会計ごとの町債の状況

令和元年度

弟子屈町財政の状況

区　分

元年度 ₃₀年度 比　較

当 初
予 算 額

上 半 期
における
補 正 額

下 半 期
における
補 正 額

最 終
予 算 額
（A）

最 終
予 算 額
（Ｂ）

（Ａ－Ｂ）増 減 率
（％）

国民健康保険特別会計 ₉₉，₀₁₆ ₄，₅₇₈ ₂，₂₆₃ ₁₀₅，₈₅₇ ₁₀₉，₁₉₁ △ ₃，₃₃₄ △ ₃．₁

介護保険特別会計 ₉₀，₀₅₃ ₁₃₉ ₄，₄₅₅ ₉₄，₆₄₇ ₉₃，₂₉₆ ₁，₃₅₁ ₁．₄

後期高齢者医療特別会計 ₁₁，₈₈₈ ₇₈₁ ₁₂，₆₆₉ ₁₂，₀₉₆ ₅₇₃ ₄．₇

温泉事業特別会計 ₇，₁₈₅ ₄₉₅ ₇，₆₈₀ ₇，₄₂₂ ₂₅₈ ₃．₅

下水道事業特別会計 ₃₂，₉₃₉ △ ₃₉₉ ₃₂，₅₄₀ ₃₄，₀₄₂ △ ₁，₅₀₂ △ ₄．₄

計 ₂₄₁，₀₈₁ ₄，₇₁₇ ₇，₅₉₅ ₂₅₃，₃₉₃ ₂₅₆，₀₄₇ △ ₂，₆₅₄ △ ₁．₀

水道事業会計︵企業︶ ₃₂，₈₉₀ ₃₂，₈₉₀ ₃₂，₆₀₅ ₂₈₅ ₀．₉

会計区分
₂₉年度 ₃₀年度 令和元年度

年度末町債残高 借入額 償還額 年度末町債残高 借入額 償還額 年度末町債残高

一 般 会 計 ₁，₁₈₇，₁₀₂ ₈₂，₀₇₃ ₁₂₃，₃₂₁ ₁，₁₄₅，₈₅₄ ₆₃，₇₁₅ ₁₂₅，₃₃₈ ₁，₀₈₄，₂₃₁

温泉事業特別会計 ₉，₄₁₅ ₀ ₇₉₅ ₈，₆₂₀ ₀ ₈₀₃ ₇，₈₁₇

下水道事業特別会計 ₁₉₈，₄₂₆ ₉₀₀ ₁₆，₈₄₉ ₁₈₂，₄₇₇ ₇₄₀ ₁₆，₅₂₇ ₁₆₆，₆₉₀

水道事業会計︵企業︶ ₇₇，₀₉₅ ₈，₂₇₀ ₄，₅₉₀ ₈₀，₇₇₅ ₆，₂₇₀ ₅，₀₇₉ ₈₁，₉₆₆

計 ₁，₄₇₂，₀₃₈ ₉₁，₂₄₃ ₁₄₅，₅₅₅ ₁，₄₁₇，₇₂₆ ₇₀，₇₂₅ ₁₄₇，₇₄₇ ₁，₃₄₀，₇₀₄

５つの特別会計の最終予
算額は₂₅億₃，₃₉₃万円で

平成₃₀年度と比較すると、額
で₂，₆₅₄万円、率で₁．₀％の減
少となりました。
　また、水道事業会計（企業）
の最終予算総額は３億₂，₈₉₀
万円で、平成₃₀年度と比較し
て、額で₂₈₅万円、率で₀．₉％
の増加となっています。

町債とは、国や金融機関などの第三者から資金を借り入れるもので、長期にわたって償還（返済）しなければな
らない町の借金です。

　町では、公共施設の建設事業を行う場合などに町債を借りて事業の推進を図っています。
　令和元年度の町債（特別、企業会計を含む）の借入額は７億₇₂₅万円で、残高は₁₃₄億₇₀₄万円となっております。
　なお、町債の残高すべてが町の負担となるわけではなく、償還した元金と利息の約₆₀%が町の収入の大部分を占め
る地方交付税の中に含まれて戻ってくることとなります。
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　マイナンバーカードを利用した「マイナポイント制度」をご存じですか？マイナンバーカードを持っている
方がキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすることで、最大５千円分のマイナポイントが
付与されるという制度です。貯まったマイナポイントは、決済サービスが利用できる店舗などでのお買い物に
利用することができます。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードの取得および、「マイキー IDの設
定」（マイナポイントの予約）が必要です。
　この制度の効果もあり、全国的にマイナンバーカードの申請が増
加しています。そのため、マイナンバーカードの取得にかかる時間
が通常の１カ月より長くかかる可能性があります。取得が遅れると、
マイナポイントの予約期間である８月末に間に合わず、マイナポイ
ントのキャッシュバックが受け取ることができなくなることも予想
されます。できるだけ早くマイナンバーカードを申請・取得し、マ
イナポイントを有効に活用してください。

「マイナポイント制度」のご利用を

　問い合わせ先／マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）　☎０１２０‐９５‐０１７８
　　　　　　　　役場総務課防災情報係　☎４８２‐２９１２（課直通）

野外活動では、遭難や怪我、感染症に注意を！

防災ワンポイントコーナー

問い合わせ先／役場総務課防災情報係☎４８２‐２９１２（課直通）

　さわやかな季節を迎え、野外で活動する機会が増えていますが、こうした季節は、山菜採りや登山中の遭難・滑
落事故、川・湖での水難・遭難事故なども増えるため、十分注意が必要です。
　平成28年と29年には、屈斜路湖で釣り人がボートごと沖に流されて自力で戻れず、消防に救助されました。
≪登山届けを忘れずに≫
　町やその周辺には、カムイヌプリ（摩周岳）、西別岳、標津岳、武佐岳、斜里岳、
羅臼岳、雌阿寒岳、雄阿寒岳などがあり、標高も低いため、老若男女問わず
気軽に登れる山として親しまれています。しかし、山の気象は変わりやすく、
登り始めは穏やかな天気でも、突然、大雨や雹

ひょう

が降ったり、時には雷が鳴っ
たりすることもあります。過去には登山中に道に迷ったり怪我をして救助さ
れた人もいます。
　常にヒグマと遭遇する可能性があり、一人での登山はたいへん危険です。登山をする時は備え付けの登山届けに
必ず記載し、できるだけ複数で行きましょう。また、複数の山を縦走するなど、２日以上をかけて登山する場合は、
最寄りの警察への登山計画の提出が必要です。万が一、遭難した場合や天候が急変した場合に備えて「明るく目立
つ色の雨具、防寒着や替えの下着・靴下、タオル、食料、飲料水、携帯電話、携帯電話のモバイルバッテリー、ホ
イッスル」を持参しましょう。そして、下山時間が予定よりも遅れそうな時は、家族などに連絡をするようにしま
しょう。
≪ダニ対策を万全に≫
　野外活動ではマダニに対する備えも重要です。マダニは成虫で通常３～４㎜程度で、
かつ衣服の中に入っても直ちに噛むわけではなく、噛まれた際も、わずかに「チクッ」
とした痛みを感じる程度なので、体にダニがついていることに気づかないことがあり
ます。マダニに噛まれないためには、滑りの良い服装で行動するようにしましょう。
マダニに噛まれることで、噛まれた付近が腫れて38℃以上の発熱、嘔

おう

吐
と

、下痢、食欲
低下などの症状がでることがあります。治療しないとなかなか治らないことが多いため、噛まれたマダニを潰した
り、引き抜いたりせず、皮膚科などで必ず治療を受けましょう。
　これから本格的な野外活動シーズンとなりますが、安全で楽しい野外活動を心がけましょう。

吸血前のマダニ
（約３㎜）

吸血後のマダニ
（約１₀㎜）


